
お 知 ら せ 

2011 年 10 月 21 日 

 

関 西 国 際 空 港 株 式 会 社  

代表取締役社長 福島 伸一  

 

 

 今般、当社では「２０１１年度備蓄食糧等購入」の発注を予定しており、この調達を履

行していただく方を一般競争方式（電子入札）により決定することといたします。 

この競争見積に参加していただく方（競争参加招請者）を、応募者の中から選定いたし

ます。つきましては、下記要領により競争参加希望者の募集を行いますのでお知らせいた

します。 

なお、既に取引希望の申し出を提出された方であっても、今回の競争に参加希望される

方は本要領により応募していただく必要があります。 

 

 

記 

 

１．発注案件の概要 

 （１）件  名  ２０１１年度備蓄食糧等購入 

 （２）納入場所  関西国際空港内 

 （３）調達概要  本調達は、関西国際空港グループ会社の備蓄食糧等を調達するもの

である。 

 （４）納  期  契約締結日より２０１２年２月２９日まで 

 （５）調達数量  ①アルファー化米（１食用）             2,157 食 

          ②アルファー化米（５０食用）               63 箱 

          ③缶詰パン                     1,575 缶 

          ④ビスケット                      10 缶 

          ⑤保存水（２ℓ用）                  2,877 本 

          ⑥簡易トイレ                      83 式 

 （６）その他   本件はインターネット上のオークションサイトを利用して入札（リバ

ースオークション）を行い、最低の価格で競り落とした者と契約を

行うものです。リバースオークションに参加するためには、事前に

オークション運営サイトであるジャパンイーマーケットへの会員登

録が必要となります。詳細については、この「お知らせ」電子ファ

イルと共に掲載しております「リバースオークション参加にあたっ

ての留意事項」をご覧下さい。 



 

２．採用する発注手続きの名称 

一般競争方式（電子入札） 

 

３．応募の資格 

  競争に参加するためには、単体企業として次の全ての条件を満たすことが必要です。 

 

（１）成年被後見人、被保佐人および破産者で復権を得ない者でないこと。 

  （２）当社から指名回避の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 （３）当社に取引希望を出してない者で、国等機関から指名停止措置を受けている者に 

ついては、応募前に当社に問い合わせをし、応募の可否を確認すること。 

 （４）入札参加者間に、入札の適正さが阻害されると認められる一定の資本関係又は人    

的関係等（次の①～③）のある複数の者（以下、「複数の者」とする。）の同一入

札への参加は認めないこととします。 

  ①資本関係 

   ・親会社と子会社の関係にある場合 

   ・親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  ②人的関係 

   ・一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

   ・一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法又は民事再生法の規定により 

選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ③その他入札の適正が阻害されると認められる場合 

     ・①又は②と同視しうる関係が認められる場合 

（５）自社（自社、自社の役員、もしくは自社の親会社等を含む。共同企業体であると

きは、その構成員のいずれかの者。本条において以下同じ。）が次の各号の一に該

当しないこと。 

①個人である入札参加者及び法人である入札参加者の役員等が、暴力団員である場

合又は暴力団員が入札参加者の経営に事実上参加していると認められるとき。 

  ②入札参加者及びその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る

目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしたと

認められるとき。 

  ③入札参加者及びその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず暴力団員

に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

④入札参加者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係

を有していると認められるとき。 

⑤入札参加者及びその役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他

契約にあたり、その契約相手方の取引希望申し出者の資格の有無にかかわらず、



第１号から第４号に規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結し

たと認められるとき。 

（６）２０１１年１１月４日（金）までに株式会社ジャパンイーマーケットのサプライ

ヤー会員に登録されていること。 

（７）本物品の点検、修理、処分、部品供給及び改良等を適切かつ迅速に行う体制を有

すること。 

 

４．応募書類の提出期限 

２０１１年１１月９日（水）１６時まで（郵送必着） 

 

５．応募方法 

（１）応募書類の提出ならびに本件発注に関する窓口 

【当社取引希望「物品販売その他部門」に登録がなされている方】 

応募書類を提出して頂く必要はございません。 

ジャパンイーマーケットのサプライヤー会員に登録後、そのシステムを通じて参加申 

請を行ってください。 

【当社取引希望「物品販売その他部門」に登録がなされていない方】 

 ５．（５）に記載の①～③の応募書類をご提出願います。 

 応募書類をご提出の上、ジャパンイーマーケットのサプライヤー会員に登録を済ませ、 

そのシステムを通じて参加申請を行って下さい。 

応募用紙は、この「お知らせ」電子ファイルと共に掲載しておりますので、そちら

からダウンロードして下さい。 

応募書類は、以下コンタクトポイントまで郵送もしくは持参にてご提出願います。 

（郵送される場合は、必ず事前にその旨ご連絡下さい。） 

※応募書類を郵送でご提出される場合は、担当者のお名刺を２枚同封願います。 

 

この「お知らせ」に関する問い合わせについては、以下コンタクトポイントまでお問

い合わせ下さい。 

 

（コンタクトポイント） 

関西国際空港株式会社 調達部調達グループ 

TEL ０７２－４５５－２１２７ FAX ０７２－４５５－２０４４ 

〒５４９－８５０１ 大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 関西国際空港会社ビル 

 

（２）受付時間 

２０１１年１０月２１日（金）から上記４．に示す日迄の、平日１０時～１２ 

時及び１３時～１６時まで行います。 



なお、土曜日、日曜日及び祝祭日はお取り扱いしておりません。 

（３）応募手続きに用いる言語、通貨及び単位 

日本語、日本国通貨、日本の標準時、計量法（平成４年 法律第５１号）とする。 

（４）関係法規 

日本国内の関係法規・条例 

（５）応募手続きに必要な書類（①、②は所定の応募書類） 

  下記①～③の応募書類は「当社取引希望物品販売その他部門」に登録がなされていな 

い方のみ提出して頂く必要があります。 

①応募者調査表（様式 3-1～3-3） 

②経営規模等総括表（様式 4） 

③最新２期分の決算報告書 

当社は、提出された応募書類を本件調達に係る応募者の資格確認の目的以外には、応

募者に無断で使用しません。 

 

６．応募者に求められる義務 

提出された応募書類の内容に関する当社の照会について説明すること 

 

７．契約約款および仕様書の閲覧・入手方法 

本調達に係る契約約款及び仕様書は、この「お知らせ」電子ファイルと共に 

掲載しておりますので、そちらからダウンロードして下さい。 

 

８．リバースオークション参加者の決定方法等 

  （１）リバースオークション参加者の決定方法 

     ３．応募の資格に記載された条件を全て満たした方をリバースオークション参加

者とします。 

  （２）通知の時期及び方法 

リバースオークション参加者と認められた方については、２０１１年１１月中旬

頃にメールにより通知します。なお、認められなかった方にもメールにて通知し

ます。 

 

９．リバースオークションの実施  

    リバースオークション参加者と認められた方は、（株）ジャパンイーマーケットの

ホームページ上（http://www.j-emarket.com）でリバースオークションにご参加頂

けます。詳細については、この「お知らせ」電子ファイルと共に掲載しておりま

す「リバースオークション参加にあたっての留意事項」をご覧下さい。開催は、

２０１１年１１月下旬頃を予定（当社の都合により変更する場合があります。） 



 

１０．契約相手方の決定方法等 

    リバースオークション開催期間終了時点で、最安値で入札した者を落札者（契約

予定者）とします。また、落札者には、最終入札額の見積書及び内訳書を提出し

て頂きます。 

     

１１．その他 

  当社では、契約金額が３００万円以上の工事、調査、物品調達等において、契約

の相手方から同意を得られた場合に、電子契約を利用します。利用する電子契約

サービスは、㈱コンストラクション・イーシー・ドットコム社が提供する電子契

約サービス「ＣＥＣＴＲＵＳＴ」です。サービスの詳細は㈱コンストラクション・

イーシー・ドットコム社のホームページ http://www.construction-ec.com をご覧

ください。 

 

以上 

http://www.construction-ec.com/


 

リバースオークション参加にあたっての留意事項 

 

 

 

１． リバースオークションの参加資格 

○ 弊社の入札（リバースオークション）に参加するにあたっては、株式会社ジャパン・イ

ーマーケットのサプライヤー会員に登録されていることが条件となります。条件を満た

さない場合は、参加をお断りすることもございますので、あらかじめご了承ください。 

○ サプライヤー会員に関するお問合せは下記の連絡先へお問合せください。 

《サプライヤー会員登録について》 

 株式会社ジャパン・イーマーケット お客さまセンター 電話番号：03-5765-2375 

 

２． 入札金額の入力 

○ 入札金額は、下記に基づいて入札してください。 

ａ．仕様書など入札案内時に添付した当該書類 

ｂ．仕様書、当社契約条件で指定した遵守事項 

○ 消費税法の定めにより、消費税を納める義務を課せられている事業者、または消費税を

納める義務が免除されている事業者にかかわらず、入札金額は取引希望価格から消費税

相当額を差し引いた金額にて入札して下さい。 

○ 落札者には、落札金額に対する取引手数料が課せられますので、ご注意ください。 

なお、手数料についてご丌明な点がございましたら㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲｰﾏｰｹｯﾄへお問合せくださ 

い。 

 

３． 入札の実施 

○ 参加者は1回以上の入札をお願いします。リバースオークション開催期間中に入札を行

わなかった場合は、後日その理由を確認させて頂く場合があります。 

○ 入札は、品目数・数量等にかかわらず「総額（一式）」で入札してください。 

○ 入札は、リバースオークション開催期間中であれば、何度でも行うことが出来ます。 

なお、入札についての意点については、㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲｰﾏｰｹｯﾄ：会員メニュー：ダウンロー 

ド：見積･リバースオークションサービス注意事項を御確認ください。 

○ 一旦入札した金額は、いかなる理由でも取消すことはできません。 

 

４． 落札者（契約予定者）の決定 

○ リバースオークション開催期間終了時点で、最安値を入札した入札者を落札者（契約予

定者）とします。 

 

 

○ 複数品目の入札であった場合、落札者（契約予定者）は、リバースオークション終了後

内訳書の提出をお願いいたします。内訳書作成は、落札金額内、かつ内訳書記載の品目

単位の上限価格を上回らないようお願いします。 

○ 契約の締結は、落札者（契約予定者）に対し、落札額または契約予定額の受注の意思確

認をもって締結するものとします。 



 

５． リバースオークションの丌成立 

○ リバースオークション開催の有無にかかわらず、辞退する会社が多い場合、または㈱ｼﾞ

ｬﾊﾟﾝ･ｲｰﾏｰｹｯﾄ側のシステム障害等の場合、当社の判断により本案件を丌成立とすること

があります。この場合、当社からその旨連絡させていただきます。 

 

６．その他 

○ 仕様書に関して丌明な点が生じた場合は、当グループに照会してください。 

○ 「秘密の保持」（営業秘密、個人情報)については、契約成立の前後を問わず、当社貴社

双方の遵守事項といたします。仕様書など入札案内時に添付した当該書類および当社貴

社間で行われた情報提供による秘密情報についても同様となりますので、御留意くださ

い。 

○ リバースオークション開催前に当社が渡した一切の書類をリバースオークション開催後

に返還していただく場合がございます。 

○ 契約締結までに、当社発注の取引において、貴社の責により人身事故など重大と思われ

る事故を生じさせた場合、また契約先としてふさわしくないと判断させていただく事情

があった場合は、入札参加資格の取消またはリバースオークション開催後、落札者（契

約予定者）であれば無効とさせていただくことがあります。 

○ 貴社システム障害など、貴社側事情による異議申立は、リバースオークションの開催中

開催後を問わず、一切受け付けません。 

以 上 

 



 

 

 

 

交付書類一覧        

 

 

 

 

   ・応募の手引き 

 

 

   ・「お知らせ」(１０月２１日付広告) 

 

 

   ・応募書類一式 

 

 

①競争参加応募書 （様式１） 

     ②応募者調査票  （様式３－１～３－３） 

     ③経営規模等総括表（様式４） 

④最新２期分の決算報告書 

 

 

 

    (注) 交付資料がそろっていることを確認して下さい。 

 

 

 

 

 

（2011年度備蓄食糧等購入） 



応 募 の 手 引 き         

関西国際空港株式会社 

 

件 名    2011 年度備蓄食糧等購入 

 

１． 応募資格等 

 応募資格及びその他の条件については、｢入札広告｣（１０月２１日付広告）のとおりです。 

 

２． 応募書類の提出期限 

 ２０１１年（平成２３年）１１月９日（木） 午後４時まで 

 

３． 応募の方法 

交付した応募書類を作成のうえ、必要書類を添えて下記窓口に提出することにより応募して下さ

い。なお、応募書類を郵送される場合は、下記窓口宛に送付して下さい。 

 

  （受付窓口）  関西国際空港株式会社 調達部調達グループ 

         〒549-8501   大阪府泉佐野市泉州空港北 1 番地 

               （TEL：072-455-2127） 

 

４． 応募書類の記載要領等 

 

(1) 応募手続に用いる言語は日本語、通貨は日本国通貨です。なお、金額を表示する箇所につい

て、当該金額が外国通貨建の場合は、日本国通貨への換算の要不要について、上記窓口に御

相談下さい。 

 

 (2) 応募書類の作成に当たっては、記載例を参考に、誤りのないよう記入して下さい。 

 

(3) 応募書類は、背表紙に応募者の名称を明記した A4 のファイル（市販・黄色）に綴じ込み、

正副各１部提出して下さい。 

 

(4) 応募書類に虚偽の記載があった場合は、見積招請の対象といたしませんので、ご承知おき願

います。 

 

（応募書類） 

   ①競争参加応募書 （様式１） 

     ②応募者調査票  （様式３－１～３－３） 

     ③経営規模等総括表（様式４） 

④最新２期分の決算報告書 

 

 

 

５． 応募書類の取扱い 

 提出されました応募書類（添付書類を含む）は、返却しませんので、ご承知おき願います。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年度備蓄食糧等購入 

 

に係る競争参加応募用紙              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西国際空港株式会社            
 

 



様式１ 

受付番号  

 

 

 

競 争 参 加 応 募 書           

 

 

 

 貴社で行われる「２０１１年度備蓄食糧等購入」に係る競争に参加したいので関係書類を添え応募

します。 

 

 なお、この応募書及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

 

平成    年    月    日 

 

関 西 国 際 空 港 株 式 会 社              

代表取締役社長   福 島  伸 一 殿 

 

 

 

 

 

住    所 ：  

 

 

        名    称 ：  

 

 

        代 表 者     ：  

               

印 

 

 

 

 

 



様式１(記載例) 

受付番号  

 

 

 

競 争 参 加 応 募 書           

 

 

 

 貴社で行われる  ＊＊＊＊＊＊＊  (＊案件名を記入する)に係る競争に参加したいので関係書類を

添え応募します。 

 

 なお、この応募書及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

 

平成＊＊年＊＊月＊＊日 

 

関 西 国 際 空 港 株 式 会 社              

代表取締役社長   福 島  伸 一 殿 

 

 

 

 

 

住    所 ： ＊応募者の所在地を記入する 

 

        名    称 ： ＊応募者の名称を記入する 

 

        代 表 者     ： ＊代表者の所在地を記入する   印 

 

 

 

    (注) 必ず本社名で応募願います。 

支社へ委任した形式での応募は一切認めておりません。 

 

 



様式 3-1 応募者調査表(1) 

会 社 の 概 要        

会社名                                 

（平成    年    月    日現在） 

社 長 名          

担当部門・担当者名 

連 絡 電 話 番 号          

創 業 年 月      

資 本 金      

従 業 員      

本社・支店・営業所等所在地 

 

 社長名 

 

創  業 

                  年    月    日 

 

 

本  社 

 

担当部門・担当者名 

 

資本金 

                          百万円 

 

 

連絡電話番号 

 

従業員 

 

    役    員                  名 

    社    員                  名 

    臨時社員                  名 

       計                     名 

 

(記載要領) 

 １． 支店・営業所等は、原則として、大阪府内に所在するものを記入して下さい。 

 ２． 従業員の臨時社員は、１ヶ月未満の臨時社員を除いて下さい。 



様式 3-2 応募者調査表(2) 

株 式 の 状 況        

会社名                                 

（平成    年    月    日現在） 

順位 主要株主名 株主国籍 持株数 (b) 持株比率 (b)／(a)×100(%) 応募者への役職員派遣数 

1      

2      

3      

4      

５      

6      

7      

8      

合  計    

 

発行済株式数 (a)  

 

(記載要領) 

 比率計算は計算結果の小数点第 2位を四捨五入し、小数点第 1位まで記入して下さい。 

 



様式 3-3 応募者調査表(3) 

主な関連会社一覧表 

会社名                                 

（平成    年    月    日現在） 

関連会社名 
資本金 

(百万円) 
出資比率 (%) 役員数 (人) 

年間売上高 

(百万円) 
事業内容 

1    
 

(    ) 
  

2    
 

(    ) 
  

3    
 

(    ) 
  

4    
 

(    ) 
  

５    
 

(    ) 
  

6    
 

(    ) 
  

7    
 

(    ) 
  

8    
 

(    ) 
  

9    
 

(    ) 
  

10    
 

(    ) 
  

 

(記載要領) 

 １． 原則として、出資比率２５%以上の主なものを記入して下さい。ただし、本契約業務に関連する会社は、出資比率に関係なく記入して下さい。 

 ２． (    ) は貴社出身の役員数を再掲して下さい。 

 



様式4

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

(記入要領)
１． 本表は、最新の決算（直前第１年度分決算）に基づいて記入して下さい。但し「売上高」（直前第２年度分決算）

欄は除きます。
２． ｢売上高｣の欄は、総売上高について記入して下さい。
３． 比率計算は、計算結果の小数第２位を四捨五入し、小数点第１位まで記入して下さい。
４． 営業年数は、創業から現在までの年数を記入して下さい。(ただし、休業等があればその年数を差し引くこと。)

固定比率

％

経
営
状
況

記
事

人 人

固定資産額（                                  ）百万円
自己資本額（                                  ）百万円

事務関係職員 役員数

営業年数
創  業 休業又は転(廃)業の期間 現組織への変更

年      月      日 年    月    日から      年    月    日まで 年      月      日

総資本経
常利益率

％

×   100   ＝

×   100   ＝

流動資産（                                    ）百万円

流動負債（                                    ）百万円

合  計剰余(欠損)金処分

年間平均売上高

人 

計 決算後増減額

合  計

        年        月まで

直前第1年度分決算より

        年        月より

        年        月まで

人

払込資本金

その他

合  計

自
己
資
本
額

区  分 直前決算時

経営規模等総括表

商号又は名称

本社所在地

売
上
高

内  訳

直前第2年度分決算より

        年        月から

営業年数

年  

常勤職
員の数

技術関係職員

％×   100   ＝

経常利益（                                    ）百万円
総資本額（                                    ）百万円

総役職員数

流動比率



                                           契約番号第        号 

 

 
売 買 契 約 書（案） 

 

 

１．契 約 件 名         ２０１１年度備蓄食糧等購入 

 

２．納 入 場 所         関西国際空港島内 

 

３．納 入 期 限         平成２４年２月２９日 

 

４．契 約 金 額         金       円 

       うち取引に係る消費税及び地方消費税の額      金        円 

 

     上記のうち 

 

発注者Ａ  契約金額  金          円    

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金       円 

 

発注者Ｂ  契約金額  金          円    

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金       円 

 

発注者Ｃ  契約金額  金          円    

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金       円 

 

発注者Ｄ  契約金額  金          円    

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金       円 

 

発注者Ｅ  契約金額  金          円    

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金       円 

 

発注者Ｆ  契約金額  金          円    

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金       円 

 

発注者Ｇ  契約金額  金          円    

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金       円 



上記物品について、関西国際空港株式会社（以下「発注者Ａ」という。）と関西国際空港熱供

給株式会社（以下「発注者Ｂ」という。）関西国際空港給油株式会社（以下「発注者Ｃ」とい

う。）と関西国際空港施設エンジニア株式会社（以下「発注者Ｄ」という。）と株式会社関西エ

アポートエージェンシー（以下「発注者Ｅ」という。）と関西国際空港情報通信ネットワーク株

式会社（以下「発注者Ｆ」という。）と関西国際空港セキュリティ株式会社（以下「発注者Ｇ」

という。）とは、以下の条項により売買契約を締結するものとする。 

 本契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、発注者Ａ及び受注者が各自１通

を保有する。 

 

 

 

   

平成  年  月  日 

 

 

 

            住 所 大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 

       発注者Ａ       関西国際空港株式会社  

            氏  名  代表取締役社長  福島 伸一     ◯印  

 

 

 

            住 所 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１番地 

       発注者Ｂ         関西国際空港熱供給株式会社  

                      氏 名   代表取締役社長  伊藤 誠       ◯印  

 

 

 

            住 所 大阪府泉南市泉州空港南１番地 

       発注者Ｃ         関西国際空港給油株式会社  

                      氏 名   代表取締役社長  竹内 剛志       ◯印  

 

 

住 所 大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 

       発注者Ｄ         関西国際空港施設エンジニア株式会社  

                      氏 名   代表取締役社長  竹内 剛志       ◯印 

 



 

住 所 大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 

       発注者Ｅ         株式会社関西エアポートエージェンシー  

                      氏 名   代表取締役社長  竹内 剛志       ◯印 

 

 

            住 所 大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 

       発注者Ｆ       関西国際空港情報通信ネットワーク株式会社              

氏  名  代表取締役社長  竹内 剛志     ◯印  

 

 

住 所 大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 

       発注者Ｇ       関西国際空港セキュリティ株式会社              

氏  名  代表取締役社長  小暮 純也     ◯印  

 

 

 

 

            住 所  

       受注者           

                      氏 名                      ◯印  



（総則） 

第１条 受注者は、別紙仕様書、図面、明細書及び見本等（以下「仕様書等」という。）に基づき、

頭書の契約物品（以下「物品」という。）を納入期限までに発注者Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ

及びＧ（以下「発注者」という。）に納入するものとし、発注者は、これに対し物品の引渡

しを受けて頭書の契約代金を受注者に支払うものとする。 

 ２ 仕様書等に明示されていないもの又は仕様書等に符号しないものがある場合は、発注者と受

注者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、発注者又は発注者の指定する職

員の指示にしたがうものとする。 

３ 受注者は、この契約の履行にあたって暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）から妨害又は不当な要求を受けた場合は、警察署への届出及び発注

者への報告をしなければならない。  

 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら

ない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこのかぎりでない。 

 

（特許権等の使用） 

第３条 受注者は、この契約の履行にあたり、第三者の権利となっている特許権、実用新案権等を

使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 

（産業財産権） 

第４条 受注者は、この契約に伴い、新たな特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の工業所有権

若しくはその他の権利の対象となる技術情報、ノウハウ（以下「産業財産権」という。）を生

出した場合には、直ちにその旨を発注者に書面をもって通知し、発注者と受注者とが協議の上、

所要の措置を講ずる。 

２ 産業財産権の基礎となる発明、考案、意匠が受注者のみによって完成されたものであるとき

は、産業財産権は、受注者の単独所有とし、原則として、受注者は発注者に対して当該産業財

産権を無償で使用することを許諾する。 

３ 産業財産権の基礎となる発明、考案、意匠が発注者と受注者双方によって完成されたもので

あるときは、当該産業財産権は、発注者と受注者の共有とする。 

 ４ 受注者の単独所有の産業財産権の出願手続きは、受注者が単独で行い、費用の全部を負担す

る。 

 ５ 発注者と受注者の共有とする産業財産権の出願手続は、発注者と受注者とが協議のうえ決定

し、費用は、発注者と受注者とが協議のうえ負担する。 

 

（受注者からの納期延長） 

第５条 受注者は、受注者の責めに帰することができない事由によりこの契約の履行が遅延するお

それが生じたときは、発注者に対して遅滞なく書面にその理由を付し、納入期限の延長を求



めることができる。 

  ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

 

（契約の履行内容の変更、一時中止等） 

第６条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、この契約の内容を

変更し又は一時中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限その他

契約条件を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定め

るものとする。 

 ２ 発注者は、前項の場合において受注者が増加費用を必要とし又は受注者に損害を及ぼしたと

きは、その増加費用を負担し又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負

担額又は賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

 

（一般的損害等） 

第７条 物品の引渡し前に生じた一切の損害は受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰す

る場合はこの限りでない。 

 ２ 受注者は、債務の履行について、第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負うも

のとする。 

 

（物品の納入検査） 

第８条 受注者は、物品を頭書の納入場所に納入したときは、書面により発注者に通知し発注者の

指定する者の検査を受けなければならない。 

 ２ 発注者は、前項の通知を受けた日から１０日以内に受注者の立会いを求めて検査を行うもの

とする。 

 ３ 受注者が正当な理由なく検査に立会わないときは、受注者は検査の結果について異議を申し

立てることができない。 

 

（検査における不合格） 

第９条 受注者は、検査の結果不合格と判定されたときは、当該不良品について遅滞なく自己の費

用をもってこれを補修し又は代品による補完を行い、発注者の再検査を受けなければならな

い。 

 ２ 検査に要する費用、検査のために通常生じる損失は受注者の負担とする。 

 ３ 受注者は、不合格となった物品を速やかに納入場所から引き取らなければならない。 

 ４ 発注者は、前項の規定にかかわらず、受注者が不合格品を引き取らない場合にはその保管の

責任を負わないものとする。 

 

（減額引取） 

第１０条 発注者は、物品に多少の不備があっても、この契約の目的を達するうえで支障がないと



認めるときは、契約金額の相当額を減額して、当該物品の引渡しを受けることができる。こ

の場合、減額する額は発注者が定める。 

 

（所有権の移転） 

第１１条 第８条第２項の検査に合格したとき又は発注者が前条の規定により引渡しを受けること

を認めたときは、発注者は、頭書の場所において物品の引渡しを受けるものとする。 

 ２ 前項による引渡しを受けたとき物品の所有権は受注者から発注者に移転するものとする。 

 

（契約代金の支払） 

第１２条 受注者は、前条第１項の規定による引渡し完了後、書面により契約代金の支払いを請求

することができる。 

 ２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その請求書の受理日の属する月の翌月の末日ま

でに契約代金を支払わなければならない。 

 

（履行遅延の場合における損害金） 

第１３条 受注者の責めに帰する理由によりこの契約の履行を遅延したときは、受注者は、契約金

額につき、遅延日数に応じ、年１８．２５％の割合で計算した額を損害金として発注者に支

払わなければならない。 

 ２ 発注者の責めに帰する理由により契約代金の支払が遅延したときは、受注者は、発注者に対

して未受領額につき遅延日数に応じ、年１８．２５％の割合で計算した遅延利息の支払を請

求することができる。 

 

（瑕疵担保） 

第１４条 発注者は、引渡し日から１年以内に納入物品の隠れた瑕疵による毀損又は変質若しくは

性能の低下その他の事故が生じたときは、その瑕疵を受注者の費用をもって補修させ若しく

は代品と取り替えさせるとともに、その瑕疵により生じた損害の賠償を請求することができ

る。 

 

（発注者の解除権） 

第１５条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できる。 

   一 正当な理由がなくこの契約を履行しないとき又は頭書の納入期限内に明らかに完納でき

る見込みがないとき。 

   二 この契約の履行について不正な行為があったとき。 

   三 第８条第１項に規定する検査の結果不合格となったとき。 

   四 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は民事再生、

会社更生、破産若しくは競売等の申し立てを受け、又は自ら民事再生、会社更生若しく



は破産の申し立てをしたとき。 

五 行政庁により営業停止又は営業免許若しくは登録の取消処分を受けたとき。 

六 振出、保証、引受又は裏書した手形、小切手が不渡、支払停止となったとき、あるいはその他

財産状態が悪化したと発注者が判断するとき。 

七 解散したとき。 

八 第１６条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

九 前各号に掲げる場合の他契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができな

いと認められるとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は、発注者に対し違約金として契約金額の

１０分の１に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、その金額が１

００円未満であるときは、この限りでない。 

３ 第１項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に生じた実際の損害額が前

項の違約金を超過するときは、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第１５条の２ 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基

づき、契約金額（この契約の締結後、契約金額の変更があった場合は、変更後の契約金額とし、単

価契約の場合は、契約期間全体の支払総金額とする。）の１０分の１に相当する額を違約金（損

害賠償額の予定）として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者

に対し、独占禁止法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」とい

う。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第

２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

二 納付命令又は独占禁止法第７条の規定に基づく排除措置命令（以下「納付命令又は排除措

置命令」という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条の規定に違反する行為の

実行としての事業活動があったとされたとき。 

 三 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第３条の規定に違反する行為が

あったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、

この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し

納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である

当該違反する行為の実行期間を除く。）に見積書の提出が行われたものであり、かつ、当該

取引分野に該当するものであるとき。 

四 この契約に関し、受注者及び受注者の代表者、役員、代理人若しくは使用人その他の従業員の



刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第

１項１号に規定する刑が確定したとき。 

２  受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、支払期限の翌日か

ら起算して支払の日までの日数に応じて、年利１８．２５パーセントの割合をもって計算した額の遅

延利息を発注者に支払うものとする。 

３  発注者は、第１項に規定する違約金の支払請求に代え、当該違約金の額を契約金額の支払額から控除

する措置をとることができる。 

４  発注者は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第１２条の規定にかかわらず、第１項各号

に掲げる場合に該当しないことが明らかになるまでの間、同項に規定する違約金に相当する範囲内に

おいて、契約金額の一部の支払を行わないことができる。 

  一 この契約に関し違反行為があったとして、公正取引委員会が調査を開始したとき。 

  二 この契約に関し違反行為があったとして、公正取引委員会が受注者に対し事前通知を行ったとき。 

  三 この契約に関し違反行為があったとして、公正取引委員会が受注者に対し納付命令又は排除措

置命令を行ったとき。 

  四 この契約に関し違反行為があったとして、公正取引委員会が刑事告発を行ったとき。 

  五 その他この契約に関し違反行為があったと疑うに足りる相当な理由が認められるとき。 

５  発注者は、前項の場合においては、遅延利息の支払を要しないものとする。 

６  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、

発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

７  発注者は、受注者がこの契約に関し違反行為を行ったと認められるときは、催告することなくこの契

約を解除することができる。 

 

（発注者の解除権２） 

第１５条の３ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解

除することができる。この場合において、発注者は受注者が受けた損害についてはそ

の責めを負わないものとする。 

一 役員等（受注者が個人である場合はその者を､受注者が法人である場合はその法人

の役員又 

はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。）が集団的に又は常習的に暴力的

不法行為を行うことを助長するおそれがある組織（以下「暴力団」という。）の関

係者（以下「暴力団関係者」という。）であると認められるとき。 

二 暴力団関係者が顧問に就任するなど、事実上経営に参加していると認められるとき。 

三 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 

四 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず､暴力団又は暴力団関係者に対して､



金銭､物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

五 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認 

められるとき。 

六 資材､原材料の購入契約その他の契約にあたり､その相手方が第一号から第五号に規定する 

行為を行う者であると知りながら､当該者と契約を締結したと認められるとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は、発注者に対し違約金として契約金額の１

０分の１に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、その金額が１０

０円未満であるときは、この限りでない。 

３ 第１項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に生じた実際の損害額が前項

の違約金を超過するときは、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（受注者の解除権） 

第１６条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、この契約を解除すること

ができる。 

一 第６条第１項の規定により契約内容を変更したため契約金額が３分の２以上減少したとき。 

二 発注者が、この契約に違反し、その違反により物品を納入することが不可能となったとき 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合において発注者が受注者に損害を及ぼしたとき

は、受注者は発注者に対してその損害賠償を求めることができる。この場合における賠償額

は、発注者と受注者とが協議して定める。 

 

（補則） 

第１７条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて発注者と受

注者とが協議して定めるものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第１８条 この契約に関する訴えの管轄については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

する。 

 



２０１１年度備蓄食糧等購入 
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１ 総 則 

本仕様書は、「２０１１年度備蓄食糧等購入」に適用する。 

 

２ 購入物品 

① アルファー化米（１食用）             2,157 食 

② アルファー化米（５０食用）             63 箱 

③ 缶詰パン                     1,575 缶 

④ ビスケット                      10 缶 

⑤ 保存水（２ℓ用）                 2,877 本 

⑥ 簡易トイレ                       83 式 

３ 仕 様 

品名 規格 数量 単位 

アルファー化米 

（１食用） 

・品質保証期間：納入日の属する月から５年以上 

・種類：白飯 

       

648(KIAC2) 

 

食 

 ・内容量：１食あたり１００ｇ以上とし、個食分包 225(KHC)   

  ・出来上量：１食あたり２５０ｇ以上   180(KAFS)   

  ・エネルギー：１食あたり３５０kcal 以上  360(KFE)   

  ・１食につき１本のスプーンを付属する  330(KAA)   

   
126(KNET) 

288(KIAS) 
  

アルファー化米 ・品質保証期間：納入日の属する月から５年以上 63(KIAC1)  箱 

（５０食用） ・種類：白飯     

  ・内容量：１食あたり１００ｇ以上とし、５０食分／包     

  ・出来上量：１３ｋｇ以上     

  ・エネルギー：１食あたり３５０kcal 以上     

  ・付属品：弁当容器 50個、しゃもじ１本、輪ゴム 50 本     

       割り箸 50 膳、衛生手袋１組、炊飯用内袋１枚     

       針金入ビニール紐１本、取扱説明書１部     

缶詰パン ・品質保証期間：納入日の属する月から５年以上 1,575(KIAC1)  缶 

  ・内容量：１００ｇ以上／缶    

  ・種類：オレンジ    

  ・エネルギー：３５０kcal 以上／缶     

   ※エネルギー：５５６kcal／缶     

  ・種類③：黒豆   缶 

   ※原材料名：黒豆、小麦粉、イースト、イーストフー     

         ド、V.C、マーガリン、全粉乳、全卵     



   ※エネルギー：６１０kcal／缶     

ビスケット ・品質保証期間：納入日の属する月から５年以上 10(KIAC1)  缶 

  ・内容量：５枚（７５ｇ）／袋     

  ・荷姿：８０袋×２缶     

  ・エネルギー：３２４kcal／袋     

  ・主要原料：小麦粉、砂糖、ショートニング、胡麻     

  ・缶サイズ：２４０×２４０×３５３ｍｍ程度     

  ・梱包サイズ：４９０×２５０×３６５ｍｍ程度     

保存水 ・品質保証期間：納入日の属する月から５年以上 2,100(KIAC1) 本 

  ・形状：ペットボトル入 216(KIAC2)   

  ・内容量：２Ｌ／本 75(KHC)   

  60(KAFS)   

     120(KFE)   

   168(KAA)   

   42(KNET)   

  96(KIAS)   

簡易トイレ （１）凝固剤（１００個入り）  63(KIAC1) 式 

（排便処理ｾｯﾄ） ・内容量 ９ｇ 7(KIAC2)   

  ・水溶性フィルム入り凝固剤であり、殺菌、消臭 3(KHC)   

   効果のあること。袋を開けることなく、そのままの 2(KAFS)   

   状態で便器に入れることが可能なもの   4(KFE)   

   ※主成分：高分子樹脂（高速吸収剤）   3(KNET)   

  ・糞尿に凝固剤を振り掛けた時、概ね３分以内に水分 1(KIAS)   

   を吸収し、抗菌、殺菌、除菌のいずれかの効果及び    

   消臭（脱臭）効果を発揮すること      

  ・凝固剤を５０個ずつアルミの袋に入れ、長期保存可能     

   な様に真空ﾊﾟｯｸ加工をすること。その際、アルミ袋に     

   は内容及び明細を表示すること。     

  （２）汚物処理袋（１００枚入り）     

  ・サイズ：６８０×５００×０．０５ｍ／ｍ     

  ・巾着式の袋であること     

  ・中身が見えにくい色であること     

  ・使用後焼却処分可能であり、有害物質等を出さない     

   ものであること。     

 

 



４．納入期限 

２０１２年２月２９日 

５．納入場所 

納入については以下に定めるとおりとし、納入に要する費用及び印紙税法により課せ

られる契約書作成に係る印紙税は納入者の負担とする。 

会社名 納入方法 各社事務所所在地 

関西国際空港（株）(KIAC) 納入者が各社と

調整の上、各社

指定場所に納入

すること。 

 

KIAC 棟１階 

関西国際空港熱供給（株）(KHC) 関西国際空港熱供

給（株）３階 

関西国際空港給油（株）(KAFS) 給油センター管理

棟２階 

関西国際空港施設エンジニア（株）(KFE) 航空会社北ビル１

階関西国際空港施

設エンジニア(株)

事務所 

(株 )関西エアポートエージェンシー

(KAA) 

航空会社北ビル４

階 (株)関西エア

ポートエージェン

シー事務所 

関西国際空港情報通信ネットワーク（株）

(KNET) 

航空会社北ビル３

階 関西国際空港

情報通信ネットワ

ーク（株）事務所 

関西国際空港セキュリティ（株）(KIAS) KIAC 棟１階関西

国際空港セキュリ

ティ（株）事務所 

 

６．契約について 

   契約については、関西国際空港グループ各社ごとに手続きを行うこととする。 

 

７． 見積について  

   見積書は品名ごとに、単価、合計額、総合計を記入すること。また、関西国際空

港グループ各社ごとの見積書も発行すること。 

 

８． 請求について 

請求については関西国際空港グループ各社へそれぞれ請求すること。 



 

９．その他 

     仕様書に記載が無い事項については、係員と協議の上、定めるものとする。 

 

以上 
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